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受 託 研 究 契 約 書 

(雛形１) 

 

 受託者○○○○（以下「甲」という。）と委託者独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（以下「乙」という。）は、次の各条によって受託研究契約（以下「本契約」と

いう。）を締結するものとする。 

 

（定義） 

第 1 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された第 2 条に規定される受託研究（以下

「本受託研究」という。）の結果得られた研究成果のうち、第３条に規定する研究成

果報告書において成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技

術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第

123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、

商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関

する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法

律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受け

る権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受

ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第３条第１項に規定する回路配

置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第３条に規定する品種登録を受ける地

位及び外国における上記各権利に相当する権利 

ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物（以下「プロ

グラム等」という。）の著作権、並びに外国における上記著作権に相当する権利 

   二 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、

甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

２ 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案

権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム

等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育

成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 

３ 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実

用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条

第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行

為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作権法第 19 条から第 26 条に規定する権利を

行使する行為、並びにノウハウの使用をいう。 

４ 本契約書において「専用実施権等」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定す

る専用実施権、商標法に規定する専用使用権 
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 二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権 

 三 種苗法に規定する専用利用権 

 四 第１項第二号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利 

 五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利 

 六 第１項第二号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利 

５ 本契約において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる

者、及び本契約第 5 条第 2 項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、研究担

当者以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。 

 

（受託研究の題目等） 

第 2 条 甲は、次の本受託研究を、乙の委託により実施する。 

（１）研究題目  

（２）研究目的  

（３）研究内容  

       （詳細な研究内容については別添：実施計画書に記載。） 

（４）研究担当者 

（５）研究に要する経費 円 

  （うち直接経費   円） 

  （うち一般管理費  円） 

（詳細な経費内容については別添：実施計画書に記載。） 

（６）研究期間 契約締結日から平成 年 月 日までとする 

（７）提供物品  

（８）研究場所  

 

（研究成果の報告） 

第 3 条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して３０日以内に、研究成果報告

書を乙に提出するものとする。なお、本契約において「本受託研究の完了」とは、研究

期間の満了、又はそれ以前に本受託研究が完了した場合はその完了をいうものとする。 

 

 

 

 

 

 

（ノウハウの指定） 

第 4 条 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウ

に該当するものについて、速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本受託研究

完了の翌日から起算して３年間とする。ただし、決定後において必要があるときは、甲

＜研究成果報告書の内容例＞ 

（１）研究題目                     

（２）研究成果の概要 

（３）研究成果の今後の活用方法 

（４）研究経費の支出実績 
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乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

 

（研究の遂行） 

第 5 条 甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施にあたり被った

損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に瑕疵があったこ

とに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。 

２ 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするとき

は、予め乙に書面により通知し、書面による同意を得るものとする。 

 

（再委託） 

第 6 条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等、本契約に基づ

く権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。 

 

（経理の報告及び検査並びに受託費の額の確定） 

第７条 第２条に規定する研究に要する経費（以下「研究経費」という。）の経理は甲が

行うものとし、甲は、本受託研究が中止又は完了した日の翌日から起算して 30 日以内の

日までに、経理報告書を乙に提出するものとする。 

２ 乙は研究成果報告書及び前項の経理報告書を受理したときは、当該報告書の内容につ

いて速やかに検査を行うものとする。なお乙は、検査のための必要に応じて、詳細な支

出内容を証する書類等の提出を求めることができる。 

３ 乙は、前項の検査を行った結果、研究成果報告書及び経理報告書の内容が適正である

と認めたときは、研究に要した経費の額を確定し、甲に対して通知するものとする。こ

の場合における確定額は、本受託研究に係る適正な支出額又は契約金額のいずれか低い

額とする。 

 

（研究経費の支払い） 

第８条 乙は、第７条第３項の額の確定後、確定額を甲の発行する請求書により、当該請

求書に定める支払期限までに支払わなければならない。 

２ 乙は、前項の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日か

ら支払日までの日数に応じ、その未払額に年５％の割合で計算した遅延金を支払わなけ

ればならない。ただし、支払期限までに支払わないことが、天災地変等乙の責に帰する

ことができない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、遅延金を支払う日数に

算入しないものとする。 

 

（研究経費により取得した設備等の帰属） 

第 9 条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 

 

（提供物品の搬入等） 

第 10 条 第 2 条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 

２ 甲は、第 2 条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時か
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ら返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管に

あたらなければならない。 

 

（受託研究の中止又は期間の延長） 

第 11 条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本受託研究

を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は、そ

の責めを負わないものとする。 

 

（提供物品の返還） 

第 12 条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第 2 条の提供物品を研究完了

又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に

要する経費は、乙の負担とする。 

 

（研究成果の帰属） 

第 13 条 研究成果（ただし第 1 条第１項第二号に定められたものを除く。）は、乙に帰属

するものとする。  
２ 甲は、前項に規定する研究成果については、委託研究の完了後、中止又は廃止後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理し、当該研究成果を乙の承認を受けないで委託研

究の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。 

 

（知的財産権の帰属） 

第 14 条 本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属する

ものとする。 

２ 前項の知的財産権が甲に帰属した場合に、公共の利益のために特に必要があるとして、

乙が認めるときは、甲は、乙に対して当該知的財産権の一部若しくは全部を譲渡するも

のとし、条件について、甲乙協議するものとする。 

３ 本条第１項の知的財産権を前項によって甲乙の共有にするときは、甲乙別途協議して

共同出願契約を締結するものとし、当該知的財産権の出願及び維持のためおよび共同出

願契約締結以降に必要な一切の費用については原則、共同出願契約に定める持分比率に

応じ負担することとする。 

４ 乙は、第１項の知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には、当該甲に属

する研究担当者と協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。 

 

（乙の指定する者等への譲渡等） 

第 15 条 甲は、前条第１項の知的財産権又は前条第 2 項の規定により乙と共有となった知

的財産権の持分を、甲及び乙が協議の上指定した者に譲渡することができる。 

２ 甲は、前条第１項の知的財産権について甲及び乙が協議の上指定した者に専用実施権

の設定を行うことができる。 

３ 甲は、前条第１項の知的財産権を前２項の甲及び乙が協議の上指定した者以外の第三

者に譲渡し又は当該知的財産権について当該第三者に専用実施権等を設定しようとする
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ときは、事前に乙に通知し、乙が譲受け又は専用実施権等の被許諾を希望する場合は乙

と譲渡又は専用実施権等の許諾について協議するものとする。 

 

（独占的実施） 

第 16 条 甲は、第 14 条第１項の知的財産権について、乙又は乙の指定する者から独占的

に実施したい旨の申し入れがあった場合、他に実施権を許諾していないときは、当該知

的財産権を乙又は乙の指定する者に独占的に実施許諾できるものとし、当該期間、当該

条件を、乙又は乙の指定する者と協議して定めるものとする。 

２ 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する期間又は条件を変更したい旨の申し

出があった場合には、変更する期間及び条件について、乙又は乙の指定する者と協議の

上定めるものとする。 

 

（第三者に対する実施の許諾） 

第 17 条 甲は、乙又は乙の指定する者に前条に定めるところにより独占的実施を許諾した

場合、独占的実施期間開始後一定期間を経過しても当該知的財産権が乙又は乙の指定す

る者によって実施されていないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及

び乙の指定する者以外の者に対して、当該知的財産権の実施を許諾することができるも

のとする。本条にいう一定期間は、前条第１項の許諾条件に含まれるものとする。 

 

（通常実施権の許諾） 

第 18 条 甲は、第 14 条第１項の知的財産権について、乙又は乙の指定する者が通常実施

権の許諾を申し出たときは、乙又は乙の指定する者に通常実施権を許諾するものとし、

乙又は乙の指定する者は、甲と協議して定める実施許諾契約に基づき、甲に対価を支払

わなければならない。 

 

（情報の開示） 

第 19 条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を、甲の本受託研究遂行に必

要な範囲において甲に開示するものとする。 

２ 甲は、乙から要請があった場合、本受託研究完了後又は本受託研究中止後、乙から提

供された資料を乙に返還するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 20 条 甲及び乙は、本受託研究の実施前又は実施中に、相手方より開示若しくは提供を

受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、秘密である旨の表示をし、

施錠保管するなど、適切に保管し、本契約を履行するために知る必要のある最小限の関

係者以外に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的で使用してもならない。

また、甲及び乙は、自己が本条に基づき負うのと同様の義務を当該関係者に対しその所

属を離れた後も含め保持する義務を負わせるものとする。ただし、次の何れかに該当す

る情報については、この限りではない。 

一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 
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二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

三 開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらず公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に取得したことを証明で

きる情報 

五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明で

きる情報 

六 事前の開示につき相手方の書面による同意を得た情報 

２ 甲及び乙は、相手方から開示された情報に基づいて、発明、考案、意匠並びに著作物

（コンピュータソフトウェア含む）等の創作をなした時は、その旨を相手方に報告し、

その権利の帰属、その他取り扱い等について、甲乙別途協議の上決定するものとする。 

３ 前２項の有効期間は、第２条の本受託研究開始の日から本受託研究完了後又は中止後

３年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる

ものとする。 

 

 

（研究成果の公表） 

第 21 条 甲及び乙は、本受託研究完了、又は本受託研究中止の日の翌日から起算し１年経

過後は、本受託研究によって得られた研究成果について、第 20 条で規定する秘密保持の

義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること（以下「研究成果の公表等」とい

う。）ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学等の社会的使命を踏ま

え、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。また、

乙の主催する成果報告会で甲が研究成果の報告を行う場合も同様とする。なお、いかな

る場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。 

２ 前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）

は、研究成果の公表等を行おうとする日の３０日前までにその内容を書面にて相手方に

通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による同意を得た上で、

その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。 

３ 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利

益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知の受理後１０日以内に開示、

発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものと

し、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、

研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分

については、相手方の同意なく公表等してはならない。ただし、相手方は、正当な理由

なくかかる同意を拒んではならない。 

４ 第 2 項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後、又は本受託研究中止後

の翌日から起算して 3 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、または

短縮することができるものとする。 

５ 本受託研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協

議して定める。 
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（研究協力者の参加及び協力） 

第 22 条 甲乙の何れかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得

ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究

協力者として本受託研究に参加させることができる。 

２ 研究担当者以外の者が研究協力者となるにあたっては、当該研究担当者以外の者を研

究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙（以下「当該当事者」という。）

は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。 

３ 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるように、

及び、研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償

を請求することができるように、その取扱いを別に定めておくものとする。 

４ 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱については、甲乙別途協

議の上定めるものとする。 

 

（契約の解約） 

第 23 条 甲は、乙が研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解約す

ることができる。 

２ 甲及び乙は、次の各号の何れかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是

正されないときは、本契約を解約することができるものとする。 

 一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 

 二 相手方が本契約に違反したとき 

３ 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解

約することができる。 

 一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算手続を申立又は申立

を受けた場合 

 二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合 

 三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

 

（損害賠償） 

第 24 条 甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は、甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者

が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなけ

ればならない。 

 

（契約の有効期間） 

第 25 条 本契約の有効期間は、第 2 条に定める研究期間とする。 

２ 本契約の失効後も、第 3 条及び第 4 条、第 7 条及び第 8 条、第 12 条から第 22 条、第

24 条、第 26 条及び第 28 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅す

るまで有効に存続する。 

 

（契約の公表） 

第 26 条 甲は、本契約の名称、委託金額並びに甲の氏名及び住所等が公表されることに同

意する。 
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（協議） 

第 27 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の

上定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 28 条 本契約に関する訴えは、千葉地方裁判所の管轄に属する。 

 

 

 

本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するも

のとする。 

 

平成 年 月 日 

 

（甲）  

 

 

                      印 

 

（乙）千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番２号 

                   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

                   契約担当役 

石油開発技術本部長 

                               杉山 公一 印 
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受 託 研 究 契 約 書 

(雛形２) 

 

 受託者○○○○（以下「甲」という。）と委託者独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（以下「乙」という。）は、次の各条によって受託研究契約（以下「本契約」と

いう。）を締結するものとする。 

 

（定義） 

第 1 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された第 2 条に規定される受託研究（以下

「本受託研究」という。）の結果得られた研究成果のうち、第３条に規定する研究成

果報告書において成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技

術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第

123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、

商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関

する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法

律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受け

る権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受

ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第３条第１項に規定する回路配

置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第３条に規定する品種登録を受ける地

位及び外国における上記各権利に相当する権利 

ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物（以下「プロ

グラム等」という。）の著作権、並びに外国における上記著作権に相当する権利 

   二 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、

甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

２ 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案

権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム

等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育

成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 

３ 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実

用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条

第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行

為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作権法第 20 条から第 27 条に規定する権利を

行使する行為、並びにノウハウの使用をいう。 

４ 本契約書において「専用実施権等」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定す

る専用実施権、商標法に規定する専用使用権 
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 二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権 

 三 種苗法に規定する専用利用権 

 四 第１項第二号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利 

 五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利 

 六 第１項第二号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利 

５ 本契約において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる

者、及び本契約第 5 条第 2 項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、研究担

当者以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。 

 

（受託研究の題目等） 

第 2 条 甲は、次の本受託研究を、乙の委託により実施する。 

（１）研究題目  

（２）研究目的  

（３）研究内容  

       （詳細な研究内容については別添：実施計画書に記載。） 

（４）研究担当者 

（５）研究に要する経費 円 

  （うち直接経費   円） 

  （うち一般管理費  円） 

（詳細な経費内容については別添：実施計画書に記載。） 

（６）研究期間 契約締結日から平成 年 月 日までとする 

（７）提供物品  

（８）研究場所  

 

（研究成果の報告） 

第 3 条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して３０日以内に、研究成果報告

書を乙に提出するものとする。なお、本契約において「本受託研究の完了」とは、研究

期間の満了、又はそれ以前に本受託研究が完了した場合はその完了をいうものとする。 

 

 

 

 

 

 

（ノウハウの指定） 

第 4 条 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウ

に該当するものについて、速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本受託研究

完了の翌日から起算して３年間とする。ただし、決定後において必要があるときは、甲

＜研究成果報告書の内容例＞ 

（１）研究題目                     

（２）研究成果の概要 

（３）研究成果の今後の活用方法 

（４）研究経費の支出実績 
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乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

 

（研究の遂行） 

第 5 条 甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施にあたり被った

損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に瑕疵があったこ

とに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。 

２ 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするとき

は、予め乙に書面により通知し、書面による同意を得るものとする。 

 

（再委託） 

第 6 条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等、本契約に基づ

く権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。 

 

（経理の報告及び検査並びに受託費の額の確定） 

第７条 第２条に規定する研究に要する経費（以下「研究経費」という。）の経理は甲が

行うものとし、甲は、本受託研究が中止又は完了した日の翌日から起算して 30 日以内の

日までに、経理報告書を乙に提出するものとする。 

２ 乙は研究成果報告書及び前項の経理報告書を受理したときは、当該報告書の内容につ

いて速やかに検査を行うものとする。なお乙は、検査のための必要に応じて、詳細な支

出内容を証する書類等の提出を求めることができる。 

３ 乙は、前項の検査を行った結果、研究成果報告書及び経理報告書の内容が適正である

と認めたときは、研究に要した経費の額を確定し、甲に対して通知するものとする。こ

の場合における確定額は、本受託研究に係る適正な支出額又は契約金額のいずれか低い

額とする。 

 

（研究経費の支払い） 

第８条 乙は、本契約締結後、研究経費の内、金○○円（※研究経費の内、支出が確実な

金額を前提とする。）を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限まで

に支払わなければならない。 

２ 乙は、第７条第３項の額の確定後、確定額から前項の金額を差し引いた額を甲の発行

する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。 

３ 乙は、前項の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日か

ら支払日までの日数に応じ、その未払額に年５％の割合で計算した遅延金を支払わなけ

ればならない。ただし、支払期限までに支払わないことが、天災地変等乙の責に帰する

ことができない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、遅延金を支払う日数に

算入しないものとする。 

 

（研究経費により取得した設備等の帰属） 

第 9 条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 
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（提供物品の搬入等） 

第 10 条 第 2 条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 

２ 甲は、第 2 条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時か

ら返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管に

あたらなければならない。 

 

（受託研究の中止又は期間の延長） 

第 11 条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本受託研究

を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は、そ

の責めを負わないものとする。 

 

（提供物品の返還） 

第 12 条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第 2 条の提供物品を研究完了

又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に

要する経費は、乙の負担とする。 

 

（研究経費の返還） 

第 13 条 本受託研究を完了し、又は第 11 条の規定により本受託研究を中止し、もしくは

延期する場合において、第 8 条第１項の規定により納付された研究経費の額に不用が生

じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は、乙からの返還請求が

あった場合、これに応じなければならない。 

 

（研究成果の帰属） 

第 14 条 研究成果（ただし第 1 条第１項第二号に定められたものを除く。）は、乙に帰属

するものとする。  
２ 甲は、前項に規定する研究成果については、委託研究の完了後、中止又は廃止後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理し、当該研究成果を乙の承認を受けないで委託研

究の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。 

 

（知的財産権の帰属） 

第 15 条 本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属する

ものとする。 

２ 前項の知的財産権が甲に帰属した場合に、公共の利益のために特に必要があるとして、

乙が認めるときは、甲は、乙に対して当該知的財産権の一部若しくは全部を譲渡するも

のとし、条件について、甲乙協議するものとする。 

３ 本条第１項の知的財産権を前項によって甲乙の共有にするときは、甲乙別途協議して

共同出願契約を締結するものとし、当該知的財産権の出願及び維持のためおよび共同出

願契約締結以降に必要な一切の費用については原則、共同出願契約に定める持分比率に

応じ負担することとする。 

４ 乙は、第１項の知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には、当該甲に属
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する研究担当者と協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。 

 

（乙の指定する者等への譲渡等） 

第 16 条 甲は、前条第１項の知的財産権又は前条第 2 項の規定により乙と共有となった知

的財産権の持分を、甲及び乙が協議の上指定した者に譲渡することができる。 

２ 甲は、前条第１項の知的財産権について甲及び乙が協議の上指定した者に専用実施権

の設定を行うことができる。 

３ 甲は、前条第１項の知的財産権を前２項の甲及び乙が協議の上指定した者以外の第三

者に譲渡し又は当該知的財産権について当該第三者に専用実施権等を設定しようとする

ときは、事前に乙に通知し、乙が譲受け又は専用実施権等の被許諾を希望する場合は乙

と譲渡又は専用実施権等の許諾について協議するものとする。 

 

（独占的実施） 

第 17 条 甲は、第 15 条第１項の知的財産権について、乙又は乙の指定する者から独占的

に実施したい旨の申し入れがあった場合、他に実施権を許諾していないときは、当該知

的財産権を乙又は乙の指定する者に独占的に実施許諾できるものとし、当該期間、当該

条件を、乙又は乙の指定する者と協議して定めるものとする。 

２ 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する期間又は条件を変更したい旨の申し

出があった場合には、変更する期間及び条件について、乙又は乙の指定する者と協議の

上定めるものとする。 

 

（第三者に対する実施の許諾） 

第 18 条 甲は、乙又は乙の指定する者に前条に定めるところにより独占的実施を許諾した

場合、独占的実施期間開始後一定期間を経過しても当該知的財産権が乙又は乙の指定す

る者によって実施されていないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及

び乙の指定する者以外の者に対して、当該知的財産権の実施を許諾することができるも

のとする。本条にいう一定期間は、前条第１項の許諾条件に含まれるものとする。 

 

（通常実施権の許諾） 

第 19 条 甲は、第 15 条第１項の知的財産権について、乙又は乙の指定する者が通常実施

権の許諾を申し出たときは、乙又は乙の指定する者に通常実施権を許諾するものとし、

乙又は乙の指定する者は、甲と協議して定める実施許諾契約に基づき、甲に対価を支払

わなければならない。 

 

（情報の開示） 

第 20 条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を、甲の本受託研究遂行に必

要な範囲において甲に開示するものとする。 

２ 甲は、乙から要請があった場合、本受託研究完了後又は本受託研究中止後、乙から提

供された資料を乙に返還するものとする。 
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（秘密の保持） 

第 21 条 甲及び乙は、本受託研究の実施前又は実施中に、相手方より開示若しくは提供を

受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、秘密である旨の表示をし、

施錠保管するなど、適切に保管し、本契約を履行するために知る必要のある最小限の関

係者以外に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的で使用してもならない。

また、甲及び乙は、自己が本条に基づき負うのと同様の義務を当該関係者に対しその所

属を離れた後も含め保持する義務を負わせるものとする。ただし、次の何れかに該当す

る情報については、この限りではない。 

一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 

二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

三 開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらず公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に取得したことを証明で

きる情報 

五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明で

きる情報 

六 事前の開示につき相手方の書面による同意を得た情報 

２ 甲及び乙は、相手方から開示された情報に基づいて、発明、考案、意匠並びに著作物

（コンピュータソフトウェア含む）等の創作をなした時は、その旨を相手方に報告し、

その権利の帰属、その他取り扱い等について、甲乙別途協議の上決定するものとする。 

３ 前２項の有効期間は、第２条の本受託研究開始の日から本受託研究完了後又は中止後

３年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる

ものとする。 

 

 

（研究成果の公表） 

第 22 条 甲及び乙は、本受託研究完了、又は本受託研究中止の日の翌日から起算し１年経

過後は、本受託研究によって得られた研究成果について、第 21 条で規定する秘密保持の

義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること（以下「研究成果の公表等」とい

う。）ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学等の社会的使命を踏ま

え、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。また、

乙の主催する成果報告会で甲が研究成果の報告を行う場合も同様とする。なお、いかな

る場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。 

２ 前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）

は、研究成果の公表等を行おうとする日の３０日前までにその内容を書面にて相手方に

通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による同意を得た上で、

その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。 

３ 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利

益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知の受理後１０日以内に開示、

発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものと

し、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、
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研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分

については、相手方の同意なく公表等してはならない。ただし、相手方は、正当な理由

なくかかる同意を拒んではならない。 

４ 第 2 項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後、又は本受託研究中止後

の翌日から起算して 3 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、または

短縮することができるものとする。 

５ 本受託研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協

議して定める。 

 

（研究協力者の参加及び協力） 

第 23 条 甲乙の何れかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得

ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究

協力者として本受託研究に参加させることができる。 

２ 研究担当者以外の者が研究協力者となるにあたっては、当該研究担当者以外の者を研

究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙（以下「当該当事者」という。）

は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。 

３ 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるように、

及び、研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償

を請求することができるように、その取扱いを別に定めておくものとする。 

４ 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱については、甲乙別途協

議の上定めるものとする。 

 

（契約の解約） 

第 24 条 甲は、乙が研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解約す

ることができる。 

２ 甲及び乙は、次の各号の何れかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是

正されないときは、本契約を解約することができるものとする。 

 一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 

 二 相手方が本契約に違反したとき 

３ 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解

約することができる。 

 一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算手続を申立又は申立

を受けた場合 

 二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合 

 三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

 

（損害賠償） 

第 25 条 甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は、甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者

が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなけ

ればならない。 
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（契約の有効期間） 

第 26 条 本契約の有効期間は、第 2 条に定める研究期間とする。 

２ 本契約の失効後も、第 3 条及び第 4 条、第 7 条及び第 8 条、第 12 条から第 23 条、第

25 条、第 27 条及び第 29 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅す

るまで有効に存続する。 

 

（契約の公表） 

第 27 条 甲は、本契約の名称、委託金額並びに甲の氏名及び住所等が公表されることに同

意する。 

 

（協議） 

第 28 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の

上定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 29 条 本契約に関する訴えは、千葉地方裁判所の管轄に属する。 

 

 

 

 

本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するも

のとする。 

 

平成 年 月 日 

 

（甲）  

 

 

                      印 

 

（乙）千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番２号 

                   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

                   契約担当役 

石油開発技術本部長 

                               杉山 公一 印 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


